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○
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規

則

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
号

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中

｢

特
例｣

を

｢

特
例
等｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

卸
売
し
た｣

を

｢

卸

売
を
し
た｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢

の
卸
売
業
者
に｣

を

｢

に
お
い
て
卸
売
の
業
務

(

地
方
卸

売
市
場
以
外
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
を
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
行
う
者
に｣

に
、｢

卸
売
す
る｣

を

｢

卸
売
を
す
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

卸
売
業
者
が
、
当
該
地
方
卸
売
市
場
以
外
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
の
業
務
を
行
う
者
と

の
間
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
締
結
し
た
集
荷
の
共
同
化
そ
の
他
の
卸
売
の
業
務
の
連
携
に
関
す

る
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
の
業
務
を
行
う
者
又
は
当
該
卸
売
市
場
に

お
い
て
卸
売
業
者
か
ら
卸
売
を
受
け
る
こ
と
に
つ
き
開
設
者
の
許
可
若
し
く
は
承
認
を
受
け
た

者
に
対
し
て
卸
売
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
契
約
に
基
づ
く
卸
売
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を

満
た
し
て
い
る
と
き
。

イ

当
該
契
約
に
お
い
て
卸
売
の
対
象
と
な
る
生
鮮
食
料
品
等
の
品
目
、
数
量
の
上
限
、
卸
売

の
実
施
期
間

(

一
月
以
上
の
も
の
に
限
る
。)

及
び
入
荷
量
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
の
措

置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

卸
売
業
者
が
、
当
該
契
約
の
契
約
書
の
写
し
及
び
当
該
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
定
め

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
開
設
者
に
提
出
し
て
、
当
該
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
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市
場
取
引
委
員
会
の
審
議
を
経
て
当
該
契
約
に
基
づ
く
卸
売
が
当
該
地
方
卸
売
市
場
に
お
け

る
取
引
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
当
該
開
設
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

六

卸
売
業
者
が
、
農
林
漁
業
者
等

(

農
林
漁
業
者
又
は
農
林
漁
業
者
を
構
成
員
と
す
る
農
業
協

同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農
事
組
合
法
人
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
、
森
林
組
合
若
し
く
は
森
林
組
合
連
合
会

(

こ
れ
ら
の
者
の
出
資
又
は
拠
出
に
係
る
法
人
で

農
林
漁
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
含
む
。)

を
い
う
。)

及
び
食
品
製
造

業
者
等

(

生
鮮
食
料
品
等
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
し
、
製
造
、
加
工
又
は
販
売
の
事
業

を
行
う
者
を
い
う
。)
と
の
間
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
締
結
し
た
新
商
品
の
開
発
に
必
要
な
国

内
産
の
農
林
水
産
物
の
供
給
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
食
品
製
造
業
者
等
に
対
し
て
卸

売
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
契
約
に
基
づ
く
卸
売
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

と
き
。

イ

当
該
契
約
に
お
い
て
卸
売
の
対
象
と
な
る
生
鮮
食
料
品
等
の
品
目
、
数
量
の
上
限
及
び
卸

売
の
実
施
期
間

(

一
月
以
上
一
年
未
満
の
も
の
に
限
る
。)

が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

卸
売
業
者
が
、
当
該
契
約
の
契
約
書
の
写
し
及
び
当
該
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
定
め

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
開
設
者
に
提
出
し
て
、
当
該
契
約
に
基
づ
く
卸
売
が
当

該
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
取
引
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
当
該
開
設
者
の
承
認

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
五
号
ロ
又
は
第
六
号
ロ
の
承
認
を
受
け
た
卸
売
業
者
は
、
毎
月
、
そ
の
承
認
に
係
る
品

目
の
卸
売
の
数
量
を
翌
月
二
十
日
ま
で
に
開
設
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
十
六
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐

井
村
長
か
ら
佐
井
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後

縫
道
石
国
有
林
八
三
一
林
班
を
字
縫
道
石
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
十
七
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
長
か
ら
弘
前
市
の
字
の
区
域
及
び
そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
及
び
そ
の
名
称
の
変
更
は
、
平
成
十
八
年
一
月
十
四
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る

も
の
と
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

弘
前
市

大
字
大
清
水
字
上
広
野
三
六
の
二
の
一
部
、
三
六
の
四
の
一
部
、
三
六
の
五
の
一
部
、
三
六
の
六
、

三
六
の
七
、
三
六
の
八
の
一
部
、
三
六
の
九
、
三
六
の
一
〇
の
一
部
、
三
六
の
一
一
の
一
部
、
三
六

の
一
三
の
一
部
、
三
六
の
一
四
の
一
部
、
三
六
の
一
五
か
ら
三
六
の
一
七
ま
で
、
三
六
の
一
八
の
一

部
、
三
六
の
一
九
の
一
部
、
三
六
の
二
二
の
一
部
、
三
六
の
二
四
か
ら
三
六
の
二
八
ま
で
、
三
六
の

二
九
の
一
部
、
三
六
の
三
〇
の
一
部
、
三
六
の
三
二
の
一
部
、
三
六
の
三
四
か
ら
三
六
の
三
九
ま
で
、

三
六
の
四
〇
の
一
部
、
三
六
の
四
一
の
一
部
、
三
六
の
四
五
か
ら
三
六
の
五
一
ま
で
、
三
七
の
一
、

三
七
の
二
か
ら
三
七
の
五
ま
で
の
各
一
部
、
三
七
の
六
か
ら
三
七
の
一
〇
ま
で
、
三
七
の
一
一
か
ら

三
七
の
一
三
ま
で
の
各
一
部
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二
、
三
八
の
三
の
一
部
、
三
八
の
四
、
三
八
の

五
、
三
八
の
九
か
ら
三
八
の
一
三
ま
で
、
四
〇
の
一
、
四
〇
の
三
か
ら
四
〇
の
五
ま
で
、
四
三
の
八
、

四
三
の
九
の
一
部
、
四
三
の
一
九
か
ら
四
三
の
二
一
ま
で
の
各
一
部
、
四
三
の
二
二
か
ら
四
三
の
二

七
ま
で
、
四
三
の
三
一
か
ら
四
三
の
三
三
ま
で
、
四
四
、
四
五
の
一
か
ら
四
五
の
五
ま
で
、
四
五
の

六
か
ら
四
五
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の
一
〇
の
一
部
、
四
五
の
一
二
の
一
部
、
四
五
の
一
三
、

四
五
の
一
四
、
四
五
の
一
五
の
一
部
、
四
五
の
一
七
の
一
部
、
四
五
の
二
〇
の
一
部
、
四
五
の
二
三

の
一
部
、
四
五
の
二
四
か
ら
四
五
の
二
六
ま
で
、
四
五
の
三
三
、
四
五
の
三
四
、
四
五
の
三
六
、
四

五
の
三
九
か
ら
四
五
の
四
一
ま
で
、
四
五
の
四
三
、
四
五
の
四
七
か
ら
四
五
の
四
九
ま
で
、
四
五
の
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五
七
、
四
五
の
六
〇
か
ら
四
五
の
六
七
ま
で
、
四
五
の
七
六
の
一
部
、
四
五
の
七
七
の
一
部
、
四
五

の
七
八
か
ら
四
五
の
八
二
ま
で
、
四
五
の
九
八
か
ら
四
五
の
一
〇
〇
ま
で
、
四
五
の
一
〇
三
、
四
五

の
一
〇
四
、
四
五
の
一
〇
五
の
一
部
、
四
五
の
一
〇
七
の
一
部
、
四
五
の
一
一
五
か
ら
四
五
の
一
一

八
ま
で
、
四
五
の
一
一
九
か
ら
四
五
の
一
二
一
ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の
一
二
二
、
四
五
の
一
二
三
、

四
五
の
一
二
五
、
四
五
の
一
三
三
の
一
部
、
四
五
の
一
三
九
の
一
部
、
四
五
の
一
四
〇
か
ら
四
五
の

一
四
三
ま
で
、
四
五
の
一
四
四
の
一
部
、
四
五
の
一
五
七
の
一
部
、
四
五
の
一
五
八
の
一
部
、
四
五

の
一
五
九
、
四
五
の
一
六
〇
、
四
五
の
一
六
一
の
一
部
、
四
五
の
一
六
二
か
ら
四
五
の
一
六
八
ま
で
、

四
五
の
一
六
九
の
一
部
、
四
五
の
一
七
四
か
ら
四
五
の
一
七
六
ま
で
、
四
五
の
一
八
六
、
四
五
の
一

八
七
、
四
五
の
一
九
三
、
四
五
の
二
〇
一
、
四
五
の
二
〇
三
か
ら
四
五
の
二
一
三
ま
で
、
四
六
の
一
、

四
六
の
三
か
ら
四
六
の
一
一
ま
で
、
四
七
の
二
、
四
七
の
三
、
四
七
の
七
、
六
五
の
六
か
ら
六
五
の

八
ま
で
、
六
五
の
一
一
、
大
字
大
清
水
四
丁
目
一
〇
一
の
二
〇
、
一
〇
二
の
九
、
一
〇
二
の
一
〇
、

一
〇
二
の
一
八
、
一
〇
二
の
一
九
、
大
字
安
原
三
丁
目
一
一
の
一
、
一
一
の
二
の
一
部
、
一
〇
一
の

二
の
一
部
、
一
〇
一
の
一
四
の
一
部
、
一
〇
二
の
三
の
一
部
、
一
〇
二
の
四
、
一
〇
二
の
一
二
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
泉
野
一
丁
目
と
す

る
。大

字
大
清
水
字
上
広
野
四
五
の
一
〇
の
一
部
、
四
五
の
一
二
の
一
部
、
四
五
の
一
五
の
一
部
、
四

五
の
一
六
、
四
五
の
一
七
の
一
部
、
四
五
の
一
八
、
四
五
の
一
九
、
四
五
の
二
〇
の
一
部
、
四
五
の

二
一
、
四
五
の
二
二
、
四
五
の
二
三
の
一
部
、
四
五
の
二
九
か
ら
四
五
の
三
一
ま
で
、
四
五
の
三
二

の
一
部
、
四
五
の
三
七
、
四
五
の
三
八
、
四
五
の
五
六
、
四
五
の
五
九
、
四
五
の
六
八
か
ら
四
五
の

七
五
ま
で
、
四
五
の
七
六
の
一
部
、
四
五
の
七
七
の
一
部
、
四
五
の
八
三
、
四
五
の
八
四
、
四
五
の

八
五
か
ら
四
五
の
八
七
ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の
八
八
か
ら
四
五
の
九
六
ま
で
、
四
五
の
一
〇
一
、

四
五
の
一
〇
二
、
四
五
の
一
〇
八
か
ら
四
五
の
一
一
四
ま
で
、
四
五
の
一
一
九
か
ら
四
五
の
一
二
一

ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の
一
二
六
か
ら
四
五
の
一
三
二
ま
で
、
四
五
の
一
三
四
か
ら
四
五
の
一
三
八

ま
で
、
四
五
の
一
三
九
の
一
部
、
四
五
の
一
四
四
の
一
部
、
四
五
の
一
四
五
か
ら
四
五
の
一
五
六
ま

で
、
四
五
の
一
五
七
の
一
部
、
四
五
の
一
五
八
の
一
部
、
四
五
の
一
七
九
か
ら
四
五
の
一
八
三
ま
で
、

四
五
の
一
八
九
、
四
五
の
一
九
〇
、
四
五
の
一
九
四
か
ら
四
五
の
一
九
七
ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の

一
九
八
か
ら
四
五
の
二
〇
〇
ま
で
、
七
九
の
四
の
一
部
、
七
九
の
五
の
一
部
、
七
九
の
七
、
七
九
の

九
、
七
九
の
三
一
の
一
部
、
七
九
の
三
二
、
七
九
の
三
三
の
一
部
、
七
九
の
三
四
の
一
部
、
七
九
の

三
七
の
一
部
、
七
九
の
三
八
の
一
部
、
七
九
の
四
一
の
一
部
、
七
九
の
四
二
か
ら
七
九
の
四
九
ま
で
、

一
三
七
か
ら
一
三
九
ま
で
、
大
字
大
清
水
字
下
広
野
三
四
の
二
、
三
四
の
一
四
、
三
四
の
一
五
の
一

部
、
三
四
の
二
二
の
一
部
、
三
四
の
二
八
か
ら
三
四
の
三
四
ま
で
、
六
五
の
一
か
ら
六
五
の
五
ま
で
、

六
六
の
二
、
六
七
の
一
か
ら
六
七
の
九
ま
で
、
六
八
の
二
の
一
部
、
六
八
の
六
の
一
部
、
七
一
の
一

の
一
部
、
七
一
の
二
、
七
二
の
二
の
一
部
、
七
二
の
四
の
一
部
、
八
五
の
一
の
一
部
、
八
五
の
二
、

八
六
の
二
の
一
部
、
八
六
の
六
の
一
部
、
八
六
の
九
か
ら
八
六
の
一
二
ま
で
の
各
一
部
、
八
七
の
一

か
ら
八
七
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
八
八
の
一
か
ら
八
八
の
八
ま
で
、
九
一
の
一
か
ら
九
一
の
一
三
ま

で
、
九
二
の
一
、
九
二
の
二
の
一
部
、
九
二
の
三
か
ら
九
二
の
五
ま
で
、
九
二
の
六
の
一
部
、
九
二

の
七
、
九
三
の
一
部
、
九
四
の
一
の
一
部
、
九
四
の
三
の
一
部
、
九
四
の
四
の
一
部
、
大
字
広
野
二

丁
目
二
七
の
一
の
一
部
、
二
七
の
四
の
一
部
、
二
七
の
五
の
一
部
、
二
八
の
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
泉
野
二
丁
目
と
す
る
。

大
字
大
清
水
字
上
広
野
三
六
の
二
の
一
部
、
三
六
の
三
の
一
部
、
三
六
の
五
の
一
部
、
三
六
の
一

〇
の
一
部
、
三
六
の
一
三
の
一
部
、
三
六
の
一
四
の
一
部
、
三
六
の
一
八
の
一
部
、
三
六
の
一
九
の

一
部
、
三
六
の
二
〇
、
三
六
の
二
九
の
一
部
、
三
六
の
四
〇
の
一
部
、
三
六
の
四
一
の
一
部
、
四
三

の
四
、
四
三
の
九
の
一
部
、
四
三
の
一
〇
、
四
三
の
一
四
か
ら
四
三
の
一
八
ま
で
、
四
三
の
一
九
か

ら
四
三
の
二
一
ま
で
の
各
一
部
、
四
三
の
二
八
か
ら
四
三
の
三
〇
ま
で
、
四
五
の
六
か
ら
四
五
の
八

ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の
九
、
四
五
の
一
〇
の
一
部
、
四
五
の
一
一
、
四
五
の
二
七
、
四
五
の
二
八
、

四
五
の
三
二
の
一
部
、
四
五
の
三
五
、
四
五
の
八
五
か
ら
四
五
の
八
七
ま
で
の
各
一
部
、
四
五
の
一

七
七
、
四
五
の
一
七
八
、
四
五
の
一
八
四
、
四
五
の
一
八
五
、
四
五
の
一
八
八
、
四
五
の
一
九
一
、

四
五
の
一
九
二
、
四
五
の
一
九
四
か
ら
四
五
の
一
九
七
ま
で
の
各
一
部
、
一
三
四
か
ら
一
三
六
ま
で
、

大
字
大
清
水
字
下
広
野
二
三
の
一
か
ら
二
三
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
三
の
二
一
の
一
部
、
二
七
の

一
の
一
部
、
二
七
の
二
の
一
部
、
二
八
の
一
か
ら
二
八
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の
一
、
二
九
の

二
の
一
部
、
三
〇
の
一
の
一
部
、
三
〇
の
二
、
三
一
の
一
か
ら
三
一
の
三
ま
で
、
三
二
、
三
三
の
一

か
ら
三
三
の
六
ま
で
、
三
四
の
一
、
三
四
の
三
、
三
四
の
六
、
三
四
の
八
か
ら
三
四
の
一
三
ま
で
、

三
四
の
一
五
の
一
部
、
三
四
の
一
六
か
ら
三
四
の
二
一
ま
で
、
三
四
の
二
二
の
一
部
、
三
四
の
二
三

か
ら
三
四
の
二
七
ま
で
、
三
四
の
三
五
か
ら
三
四
の
五
一
ま
で
、
三
五
の
一
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、

三
六
、
三
七
の
一
か
ら
三
七
の
四
ま
で
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二
、
三
九
の
一
部
、
四
一
の
一
か
ら

四
一
の
五
ま
で
、
四
二
の
一
か
ら
四
二
の
四
ま
で
、
四
五
の
一
の
一
部
、
四
五
の
三
、
四
五
の
四
の

一
部
、
四
五
の
六
か
ら
四
五
の
八
ま
で
、
四
七
の
一
の
一
部
、
四
七
の
二
の
一
部
、
四
七
の
五
の
一

部
、
四
七
の
六
の
一
部
、
四
八
の
一
の
一
部
、
四
八
の
二
、
四
八
の
三
、
四
八
の
四
か
ら
四
八
の
八

ま
で
の
各
一
部
、
五
七
の
二
、
五
七
の
三
か
ら
五
七
の
五
ま
で
の
各
一
部
、
五
八
の
一
、
五
八
の
二
、

五
八
の
三
の
一
部
、
五
八
の
四
、
五
八
の
五
、
五
八
の
六
の
一
部
、
五
八
の
七
か
ら
五
八
の
一
一
ま

で
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
の
一
か
ら
六
〇
の
一
二
ま
で
、
六
一
の
一
か
ら
六
一
の
六
ま
で
、

六
二
の
一
か
ら
六
二
の
一
二
ま
で
、
六
八
の
一
、
六
八
の
二
の
一
部
、
六
八
の
三
か
ら
六
八
の
五
ま

で
、
六
八
の
六
の
一
部
、
六
八
の
七
か
ら
六
八
の
九
ま
で
、
六
九
の
二
、
六
九
の
三
、
七
〇
の
一
か

ら
七
〇
の
六
ま
で
、
七
一
の
一
の
一
部
、
七
一
の
三
、
七
二
の
一
か
ら
七
二
の
八
ま
で
の
各
一
部
及

青 森 県 報������	�
� �� 第2577号
� �



� �

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
泉
野
三
丁

目
と
す
る
。

大
字
大
清
水
字
上
広
野
一
九
の
三
一
、
二
〇
の
一
、
二
〇
の
三
、
二
〇
の
一
三
、
二
〇
の
一
五
、

二
〇
の
一
八
、
二
一
の
三
、
二
一
の
四
、
二
一
の
七
、
二
一
の
八
、
二
一
の
一
五
、
二
一
の
一
六
、

二
一
の
一
九
か
ら
二
一
の
二
一
ま
で
、
二
一
の
二
三
、
二
一
の
二
四
、
二
二
の
二
、
二
二
の
六
、
二

三
の
五
、
二
三
の
六
、
二
六
の
一
か
ら
二
六
の
八
ま
で
、
二
六
の
一
〇
か
ら
二
六
の
一
五
ま
で
、
二

八
の
一
か
ら
二
八
の
四
ま
で
、
二
九
の
一
か
ら
二
九
の
一
〇
ま
で
、
三
〇
の
一
か
ら
三
〇
の
三
ま
で
、

三
一
の
一
か
ら
三
一
の
五
ま
で
、
三
二
の
一
、
三
二
の
七
か
ら
三
二
の
一
二
ま
で
、
三
二
の
一
四
か

ら
三
二
の
一
九
ま
で
、
三
六
の
一
、
三
六
の
三
の
一
部
、
三
六
の
四
の
一
部
、
三
六
の
八
の
一
部
、

三
六
の
一
一
の
一
部
、
三
六
の
一
二
、
三
六
の
二
一
、
三
六
の
二
二
の
一
部
、
三
六
の
二
三
、
三
六

の
三
〇
の
一
部
、
三
六
の
三
一
、
三
六
の
三
二
の
一
部
、
三
六
の
三
三
、
三
六
の
四
〇
の
一
部
、
三

六
の
四
二
か
ら
三
六
の
四
四
ま
で
、
三
七
の
二
か
ら
三
七
の
五
ま
で
の
各
一
部
、
三
七
の
一
一
か
ら

三
七
の
一
三
ま
で
の
各
一
部
、
三
八
の
三
の
一
部
、
大
字
大
清
水
字
下
広
野
三
の
一
、
四
の
一
、
四

の
二
、
四
の
四
か
ら
四
の
一
〇
ま
で
、
五
の
一
、
五
の
一
一
、
六
の
一
、
六
の
五
、
六
の
一
七
、
七

の
一
、
七
の
二
、
七
の
四
、
七
の
八
か
ら
七
の
一
一
ま
で
、
七
の
二
〇
か
ら
七
の
三
一
ま
で
、
八
の

一
か
ら
八
の
三
ま
で
、
九
、
一
〇
の
一
、
一
〇
の
三
、
一
一
か
ら
一
四
ま
で
、
一
五
の
二
か
ら
一
五

の
四
ま
で
、
一
六
の
二
か
ら
一
六
の
五
ま
で
、
一
七
、
一
八
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
二
〇
の
一

か
ら
二
〇
の
七
ま
で
、
二
一
の
一
か
ら
二
一
の
七
ま
で
、
二
二
の
一
か
ら
二
二
の
六
ま
で
、
二
三
の

一
か
ら
二
三
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
三
の
四
か
ら
二
三
の
二
〇
ま
で
、
二
三
の
二
一
の
一
部
、
二

四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
五
の
二
、
二
六
の
一
か
ら
二
六
の
四
ま
で
、
二
七
の
一
の
一
部
、
二
七
の

二
の
一
部
、
二
七
の
三
か
ら
二
七
の
五
ま
で
、
二
八
の
一
か
ら
二
八
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の

二
の
一
部
、
三
〇
の
一
の
一
部
、
三
九
の
一
部
、
四
四
の
一
か
ら
四
四
の
三
ま
で
、
四
五
の
一
の
一

部
、
四
五
の
二
、
四
五
の
四
の
一
部
、
四
五
の
五
、
四
六
の
一
か
ら
四
六
の
四
ま
で
、
四
七
の
二
の

一
部
、
四
七
の
三
の
一
部
、
四
七
の
四
、
四
七
の
五
の
一
部
、
五
〇
の
一
の
一
部
、
五
一
の
一
か
ら

五
一
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
五
二
の
四
か
ら
五
二
の
七
ま
で
の
各
一
部
、
五
二
の
八
、
五
二
の
一
六

の
一
部
、
五
二
の
一
七
の
一
部
、
五
八
の
三
の
一
部
、
五
八
の
六
の
一
部
、
一
〇
一
の
二
、
一
一
八

の
一
、
一
一
八
の
三
、
一
一
九
の
三
か
ら
一
一
九
の
九
ま
で
、
一
二
七
、
一
二
八
の
二
、
一
三
〇
の

一
、
一
三
〇
の
二
、
一
三
二
の
一
、
一
三
二
の
二
、
一
三
三
の
一
、
一
三
三
の
二
、
一
三
五
、
一
三

六
、
一
三
七
の
一
部
、
一
三
八
の
一
か
ら
一
三
八
の
三
ま
で
、
一
三
九
、
一
四
〇
、
一
四
一
の
一
か

ら
一
四
一
の
三
ま
で
、
一
四
二
、
一
四
七
か
ら
一
四
九
ま
で
、
大
字
清
水
森
字
村
元
一
〇
九
、
一
一

四
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
新
た

に
大
字
泉
野
四
丁
目
と
す
る
。

大
字
大
清
水
字
下
広
野
四
七
の
一
の
一
部
、
四
七
の
三
の
一
部
、
四
七
の
五
の
一
部
、
四
七
の
六

の
一
部
、
四
八
の
一
の
一
部
、
四
八
の
四
か
ら
四
八
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
四
九
、
五
〇
の
一
の
一

部
、
五
〇
の
三
か
ら
五
〇
の
五
ま
で
、
五
一
の
一
か
ら
五
一
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
五
一
の
四
か
ら

五
一
の
六
ま
で
、
五
二
の
一
か
ら
五
二
の
三
ま
で
、
五
二
の
四
か
ら
五
二
の
七
ま
で
の
各
一
部
、
五

二
の
九
か
ら
五
二
の
一
五
ま
で
、
五
二
の
一
六
の
一
部
、
五
二
の
一
七
の
一
部
、
五
三
、
五
四
の
一

か
ら
五
四
の
七
ま
で
、
五
五
の
一
か
ら
五
五
の
三
ま
で
、
五
六
の
一
、
五
六
の
二
、
五
七
の
一
、
五

七
の
三
か
ら
五
七
の
五
ま
で
の
各
一
部
、
七
二
の
一
の
一
部
、
七
二
の
三
か
ら
七
二
の
八
ま
で
の
各

一
部
、
七
四
の
一
、
七
四
の
二
、
七
五
の
一
か
ら
七
五
の
二
一
ま
で
、
七
六
、
七
七
の
三
、
八
〇
の

一
、
八
一
の
一
、
八
一
の
二
、
八
二
の
一
か
ら
八
二
の
九
ま
で
、
八
三
の
二
の
一
部
、
八
三
の
七
、

八
三
の
九
か
ら
八
三
の
一
二
ま
で
、
八
三
の
三
五
か
ら
八
三
の
三
七
ま
で
、
八
三
の
三
八
の
一
部
、

八
四
の
一
か
ら
八
四
の
六
ま
で
、
八
五
の
一
の
一
部
、
八
五
の
三
か
ら
八
五
の
一
〇
ま
で
、
八
六
の

一
、
八
六
の
二
の
一
部
、
八
六
の
三
か
ら
八
六
の
五
ま
で
、
八
六
の
六
の
一
部
、
八
六
の
七
、
八
六

の
八
、
八
六
の
九
か
ら
八
六
の
一
二
ま
で
の
各
一
部
、
八
六
の
一
三
か
ら
八
六
の
一
九
ま
で
、
八
七

の
一
か
ら
八
七
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
九
四
の
一
の
一
部
、
九
四
の
三
の
一
部
、
九
四
の
四
の
一
部
、

九
六
の
三
の
一
部
、
九
六
の
四
か
ら
九
六
の
七
ま
で
、
九
八
の
二
の
一
部
、
九
八
の
三
か
ら
九
八
の

五
ま
で
、
九
八
の
六
の
一
部
、
九
八
の
七
か
ら
九
八
の
一
八
ま
で
、
九
八
の
一
九
の
一
部
、
九
八
の

二
〇
か
ら
九
八
の
二
二
ま
で
、
九
八
の
二
三
の
一
部
、
九
八
の
二
四
の
一
部
、
九
八
の
二
六
の
一
部
、

九
九
の
一
、
九
九
の
三
、
一
〇
〇
の
一
、
一
〇
〇
の
二
、
一
二
三
の
一
か
ら
一
二
三
の
六
ま
で
、
一

三
七
の
一
部
、
一
四
五
、
一
四
六
、
一
五
〇
、
一
五
三
、
大
字
清
水
森
字
村
元
一
一
四
の
二
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
泉
野
五
丁
目
と

す
る
。

大
字
大
清
水
字
下
広
野
八
三
の
二
の
一
部
、
八
三
の
四
の
一
部
、
八
三
の
五
、
八
三
の
一
五
、
八

三
の
三
八
の
一
部
、
九
四
の
一
の
一
部
、
九
四
の
二
の
一
部
、
九
五
、
九
六
の
二
、
九
六
の
三
の
一

部
、
九
八
の
一
、
九
八
の
二
の
一
部
、
九
八
の
六
の
一
部
、
九
八
の
一
九
の
一
部
、
九
八
の
二
三
の

一
部
、
九
八
の
二
四
の
一
部
、
九
八
の
二
五
、
九
八
の
二
六
の
一
部
、
九
八
の
二
七
、
一
〇
三
、
一

〇
四
の
一
か
ら
一
〇
四
の
四
ま
で
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
六
の
一
、
一
〇
六
の
四
か
ら
一
〇
六
の
一

一
ま
で
、
一
二
五
の
一
か
ら
一
二
五
の
八
ま
で
、
一
五
一
、
一
五
二
、
一
五
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
等
で
あ
る
国
有
地
、
公
有
地
の
全
部
を
大
字
広
野
一
丁
目
に
編
入
す

る
。大

字
大
清
水
字
上
広
野
四
五
の
二
〇
の
一
部
、
四
五
の
四
二
、
四
五
の
四
六
、
四
五
の
一
〇
五
の

一
部
、
四
五
の
一
〇
六
、
四
五
の
一
〇
七
の
一
部
、
四
五
の
一
二
四
、
四
五
の
一
三
三
の
一
部
、
四

五
の
一
六
一
の
一
部
、
四
五
の
一
六
九
の
一
部
、
七
九
の
四
の
一
部
、
七
九
の
五
の
一
部
、
七
九
の
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一
一
、
七
九
の
一
四
、
七
九
の
一
八
か
ら
七
九
の
三
〇
ま
で
、
七
九
の
三
一
の
一
部
、
七
九
の
三
三

の
一
部
、
七
九
の
三
四
の
一
部
、
七
九
の
三
五
、
七
九
の
三
六
、
七
九
の
三
七
の
一
部
、
七
九
の
三

八
の
一
部
、
七
九
の
三
九
、
七
九
の
四
〇
、
七
九
の
四
一
の
一
部
、
大
字
大
清
水
字
下
広
野
八
三
の

四
の
一
部
、
九
二
の
二
の
一
部
、
九
二
の
六
の
一
部
、
九
三
の
一
部
、
九
四
の
一
の
一
部
、
九
四
の

二
の
一
部
、
一
〇
五
の
二
、
大
字
安
原
三
丁
目
一
一
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
広
野
二
丁
目
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
三

和
会

弘
前
市
大
字
三
和

字
上
恋
塚
一
九

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
お
の
え

南
津
軽
郡
尾
上
町

大
字
中
佐
渡
字
上

石
田
三
六
の
一

平
成

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
三

和
会

弘
前
市
大
字
三
和

字
上
恋
塚
一
九

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

お
の
え

南
津
軽
郡
尾
上
町

大
字
中
佐
渡
字
上

石
田
三
六
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
美
土
里
会

上
北
郡
七
戸
町
字

寒
水
七
〇
の
一
七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

美
土
里
荘
グ

ル
ー
プ
ホ
ー

ム
櫟

上
北
郡
七
戸
町
字

寒
水
七
〇
の
一

〃

有
限
会
社
東

北
福
祉
サ
ー

ビ
ス

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
一
〇
の

一

訪
問
介
護

ア
ル
プ
ス
ヘ

ル
パ
ー
セ
ン

タ
ー

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
一
〇
の

一

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又

は
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

平
賀
町

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
二
五
の
六

通
所
介
護

平
賀
町
東
部
地
区

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
�
川
字
田
の

沢
口
五
の
一

平
成

��

･

��･

��

平
賀
町

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
二
五
の
六

短
期
入
所

療
養
介
護

平
賀
町
国
民
健
康

保
険
平
賀
病
院

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
四
七
の
一

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又

は
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

名
川
町

三
戸
郡
名
川
町
大
字
平

字
広
場
二
二

名
川
町

三
戸
郡
名
川
町
大
字
平

字
広
場
二
八
の
一

平
成

��･

��･

��

� �
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公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
四
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
十
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証

紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
幸
畑
五
丁
目
一
の
二

株
式
会
社
マ
マ
シ
ョ
ッ
プ

公

告
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又

は
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

南
部
町

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫

米
地
字
下
宿
二
三
の
一

南
部
町
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
平

字
広
場
二
二

平
成

��

･

�･

�

名

称

開

設

の

場

所

指
定
辞
退

年
月
日

平
賀
町
国
民
健
康
保
険

平
賀
病
院

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
柏
木
町
字
藤
山
四
七
の

一

平
成
��･
��･

��

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

堀
田

一
彦

十
和
田
東
病
院

十
和
田
市
大
字
三
本

木
字
里
ノ
沢
一
の
二

四
七

循
環
器
内
科

(

心

臓
機
能
障
害)

平
成

��･

�･

�

中
村

秀
雄

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

眼
科(

視
覚
障
害)

〃

高
橋

奈
美
子

医
療
法
人
浅
水

眼
科
馬
場
町
眼

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
大
字
馬
場
町

二

〃

〃

高
谷

俊
一

五
所
川
原
市
立

西
北
中
央
病
院

五
所
川
原
市
字
布
屋

町
四
一

外
科

(

直
腸
機
能

障
害
、
小
腸
機
能

障
害)

〃

今
田

慶
行

弘
前
脳
卒
中
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町
一

丁
目
二
の
一

内
科
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
科

(

肢
体
不
自
由
、

音
声
・
言
語
機
能

障
害)

〃

� �
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政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
十
七
年
十
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

地
域
森
林
計
画
の
公
表

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
青
森
林

計
画
区
に
係
る
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
た
て
た
の
で
、
同
法
第
六

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

地
域
森
林
計
画
変
更
の
公
表

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
軽
森
林

計
画
区
に
係
る
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第

六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
後
の
地
域
森
林
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
中
南
地
方
農
林

水
産
事
務
所
及
び
西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
安
原
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
弘
前
広
域
都
市
計
画
事
業
安
原
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
施
行
地
区
の
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平

成
十
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
川

内
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

鳴

海

昌

彦

青 森 県 報������	�
� �� 第2577号�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃〃

福
永

忠
雄

仙
台

金
義

野
里

岩
雄

村
口

豊

徳
田
兼
太
郎

赤
松

功

板
井

忠
強

板
井

磯
美

福
永

忠
雄

坪
田
智
十
司

仙
台

金
義

工
藤

直
義

野
里

岩
雄

板
井

綱
義

む
つ
市
川
内
町
休
所
四
二
の
一
六
一

〃

川
内
町
川
内
三
九
九

〃

川
内
町
下
小
倉
平
一
一
二
の
一

〃

川
内
町
上
小
倉
平
一
三
二
の
一

〃

川
内
町
前
田
六
六
の
四

〃

川
内
町
桧
川
稲
沢
一
六
の
一

〃

川
内
町
上
小
倉
平
一
〇
〇

〃

川
内
町
中
畑
二
七
の
一

〃

川
内
町
休
所
四
二
の
一
六
一

〃

川
内
町
�
木
一
七
二
の
二

〃

川
内
町
川
内
三
九
九

〃

川
内
町
蛎
崎
八
三

〃

川
内
町
下
小
倉
平
一
一
二
の
一

〃

川
内
町
上
小
倉
平
一
〇
一

平
成

��

･

��･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

�退
任

〃〃〃〃〃

� �
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〃〃監

事

〃〃

徳
田
兼
太
郎

赤
松

功

板
井

忠
強

田
中
勝
太
郎

板
井

磯
美

〃

川
内
町
前
田
六
六
の
四

〃

川
内
町
桧
川
稲
沢
一
六
の
一

〃

川
内
町
上
小
倉
平
一
〇
〇

〃

川
内
町
中
畑
三
一
の
四

〃

〃

二
七
の
一

〃〃〃〃〃

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


